
内水面漁場管理委員会告示第１号

漁業法（昭和24年法律第267号）第120条第１項及び第171条第４項の規定に基づき、水産動
物の保護を図るため、ブラウントラウト及びレイクトラウトの取扱いを次のとおり指示する。
なお、レイクトラウト持ち出し禁止に関する告示（令和５(2023)年３月７日付け栃木県内水
面漁場管理委員会告示第４号）は廃止する。
令和６（2024）年12月20日

栃木県内水面漁場管理委員会会長 藤 原 和 美

１ 指示の内容
（１）持ち出しの禁止

ブラウントラウト及びレイクトラウト（いずれも卵を含む。以下同じ。）を採捕した者は
、これを生きたまま採捕した水域から持ち出してはならない。ただし、次のいずれかに該当
する場合は、この限りでない。
ア 当該魚種の漁業権の免許を受けた者が、当該漁業権に基づく増殖のために親魚
を採捕する場合

イ 内水面漁場管理委員会が認めた者が試験研究に供する場合
（２）移植の禁止

ブラウントラウト及びレイクトラウトを移植してはならない。ただし、当該魚種の漁
業権の免許を受けた者が、当該漁業権に基づく増殖のために放流する場合を除く。

（３）再放流の禁止
ブラウントラウト及びレイクトラウトを採捕した者は、これらを採捕した区域に放して

はならない。ただし、内共第８号の区域を除く。また、内水面漁場管理委員会が認めた者が
試験研究に供する場合は、この限りでない。

２ 指示の区域
栃木県全域

３ 指示の期間
令和６（2024）年12月20日から令和８(2026)年12月31日まで

告 示

これらの委員会指示に違反し、この指示に従うよう命じた知事命令に違反した場合は、罰則が適用
される場合があります。
（一年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料）

御協力よろしくお願いいたします。

栃木県鬼怒川漁業協同組合
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